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平成27年３月橋本市議会定例会会議録（第２号）その８ 

平成27年３月２日（月） 

                                           

                                        

（午後３時25分 再開） 

○議長（石橋英和君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番７、３番 髙本君。 

〔３番（髙本勝次君）登壇〕 

○３番（髙本勝次君）それでは、始めます。 

 新人議員の皆さん、はじめ何かおっしゃっ

たみたいなので、私も一言。当選してから約

11カ月なんですけども、精いっぱいやってき

ました。私、当選したときは、１年で４年分

の仕事をせんと、次、通らんなという思いで

精いっぱいやってきましたので、その中では

たくさんの相談も受けまして、いろいろ相談、

私のところにやってきました。それで一つ一

つ質問をしながら、直接各部課へ行って、相

談もしてきて解決もしてきたこと、たくさん

ございます。精いっぱい、次の選挙に向けて

頑張りますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、始めます。通告に従いまして、

一般質問を行います。 

 はじめに一点目ですが、ごみの減量につい

てでございます。 

 要旨。本市では、市民の皆さんにごみの分

別をしていただいて、家庭ごみの有料化でご

みの減量を推進しています。しかし、各市町

村によって取り組み方がまちまちです。市民

の皆さんの理解と協力なしに、ごみの減量を

推進していくことはできないと思います。 

 まず、一点目の質問ですが、改めて、お尋

ねします。５年前と現状では、ごみの減量が

どれだけ違いますかということで、当初質問

を書いておりましたが、事前の打ち合わせの

中で聞きましたら、平成22年と平成25年度の

で報告できるとおっしゃっていましたのでそ

れでお願いしたいと思います。家庭ごみと事

業所ごみ、家庭ごみであれば、可燃ごみと資

源ごみ、それぞれで進捗がわかりますかとい

うことでお尋ねしたいと思います。 

 質問の二つ目ですが、進捗状況を踏まえて、

ごみの減量を一層推進していくために、家庭

ごみと事業所ごみ、それぞれ具体的にどう取

り組んでいますかということで、減量の目標

値、また、減量の推進計画があればお聞かせ

願いたいと思います。 

 質問の三つ目です。ごみの減量を推進して

いくために、他の市町村の取り組みのいいと

ころを参考にしていくことも、必ず必要では

ないかと思います。これまでに、他の市町村

のいいところといった、そういったところで

参考になるところを調査されたかどうかをお

聞きしたいと思います。 

 質問の二つ目です。橋本市産業振興基本条

例を生かすためにということで、テーマであ

ります。 

 その要旨として、地域経済の活性化に具体

的に役立ち、かつ、市内の地元事業者が元気

を出して事業に弾みがつくようなものにしな

ければならないと思います。そのために、他

の自治体の産業振興基本条例を参考に、具体

的な進め方に踏み込んだ内容に補足して橋本

市産業振興基本条例を生かしたいと思います。 

 それで、質問１ですが、私は幾つかの自治

体の産業振興基本条例を調べてみました。そ

したら、その条例の中に、中小企業という文

言のあるところがかなりありました。本市の

条文では、「市内の事業活動を行うすべての
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者」と書いています。中小企業とあえて言っ

てないわけなんですが、ここで質問ですが、

中小企業への位置づけ、本市としての位置づ

け、どういうように認識しているかをお聞き

したいと思います。 

 質問の二つ目です。大阪の八尾市では、中

小企業地域経済振興基本条例という名称で、

従業員５人未満、また、50人未満の事業所数、

そして、事業所総数、総労働者数もネットで

出ておりました。本市では、今、申し上げた

それぞれ、当市ではどれだけあるかをお聞き

したいと思います。また、従業員50人未満の

事業所で働く総労働者数は何人ですかとお尋

ねしたいと思います。 

 質問の三つ目です。神奈川県相模原市では、

相模原市がんばる中小企業を応援する条例と

いうのがあり、平成26年４月から施行されて

います。この条例には、市が実施する中小企

業の振興に関する施策を具体的に示していま

す。橋本市産業振興基本条例を生かすために、

中小企業への施策を具体的に条文で補足する

ことを検討してはどうかと思いますので、い

かがでしょうか。 

 質問の大きな３点目です。障害者用トイ

レ・オストメイトについてお聞きします。 

 その要旨ですが、和歌山県のおもてなしト

イレ大作戦で、橋本市内でもトイレの改修工

事が進んでいると思います。その中でも、障

がい者用のトイレがどのように位置づけられ

て進んでいるかが気になるところでございま

す。 

 質問の一つですが、まずはじめに、本市の

公衆トイレの改修工事はどこまで進んでいま

すか。進捗状況をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 質問の二つ目ですが、障がい者用のトイ

レ・オストメイトについてお聞きします。さ

まざまな病気や障害などが原因で、腹壁につ

くられた便や尿の排泄口のことを人工肛門、

人工膀胱といい、称してストーマと言います。

ストーマを持っている人のことをオストメイ

トと呼びます。本市のオストメイト対応のト

イレが、市の公共施設で６箇所、駅では、橋

本駅と林間田園都市駅と２箇所です。県の施

設では、３箇所あります。あと、民間施設で

は、２箇所と書いていますが、３箇所あるこ

とになっています。市の公共施設での設置が

あまりにも少な過ぎます。今後どのように取

り組んでいくかをお聞きしたいと思います。 

 最後の質問ですが、最後の質問の項目です。 

 期日前投票に関連してということでお聞き

します。 

 その要旨ですが、全国一斉地方選挙はいよ

いよ４月に実施されます。毎回のことですが、

投票率の低いことが問題になります。投票率

を引き上げるために、期日前投票率を引き上

げることも大切ではないですか。国政や県

政・市政を委ねる代表を選ぶ大切な選挙であ

ります。行政として投票率向上のために、ど

う対応するか、できることからやらねばなら

ないと思います。 

 その質問ですが、現在、期日前投票は、市

役所の１箇所のみであります。市内に支所が

ありませんからそうなっているのでございま

す。コミュニティバスだけでは、市役所へ行

くのにあまりにも本数が少な過ぎます。私た

ちのアンケート調査でも、特に高野口地区の

住民からよくこのことを聞きます。自家用車

で行ける方はいいです。中には、老人の方で、

期日前投票に行くのに、弁当を持ってコミュ

ニティバスに乗っていかんとあかんとおっし

ゃる方もおります。タクシーを使うとお金が

かかって大変やないか、また、投票するだけ

のことで何でここまでせんとあかんのやとい

う声が、怒りとも思う声が出されています。

私は行政として、いつまでもこんな状態にし
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ていいのかと言いたいのでございます。高齢

化が年々進むことを認識しているのに、一体

どう対応していくのか、お聞きしたいと思い

ます。 

 壇上での質問は以上でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君の質問項

目１、ごみの減量に関する質問に対する答弁

を求めます。 

 市民生活部長。 

〔市民生活部長（石井美鈴君）登壇〕 

○市民生活部長（石井美鈴君）一点目の、ご

み減量の進捗についてお答えします。 

 おただしでは５年前と現状の比較というこ

とですが、広域ごみ処理場の稼働が平成21年

11月からの年度途中ですので、４年前の平成

22年度と25年度の比較でお答えします。 

 本市から排出される一般廃棄物は、大きく

分けて可燃ごみや資源ごみを含む生活系ごみ

と集団回収及び事業系一般廃棄物の三つに分

類して排出量を集計しています。 

 排出される一般廃棄物全体では、平成22年

度が２万367ｔに対し、平成25年度は２万20

ｔと、約1.7％の減少となっています。 

 これらのうち、ご質問の生活系ごみは平成

22年度の１万1,769ｔから平成25年度の１万

1,276ｔへと約4.2％減少していますが、事業

系一般廃棄物は、平成22年度の5,682ｔから平

成25年度の6,296ｔへと約10.8％増加してい

ます。 

 また、生活系ごみのうち、可燃ごみは、平

成22年度の9,647ｔに対し、平成 25年度は

9,361ｔで約3.0％減少し、その他プラスチッ

クやスチール缶などの資源ごみも1,492ｔか

ら1,377ｔに約7.3％減少している状況です。 

 次に、ごみの減量指導と減量計画等につい

てお答えします。 

 ごみ処理については、廃棄物の処理と清掃

に関する法律により、一般廃棄物についての

処理方法及び減量に関する計画を定めること

が各市町村の義務とされており、本市では、

平成23年度に策定した、橋本市一般廃棄物処

理基本計画をもとに、市内から排出される一

般廃棄物の処理にあたっています。 

 この計画では、平成22年度ごみ排出量をも

とにして、平成28年度には市民一人一日当た

りのごみ排出量を１割削減することを目標に

設定しています。具体的な目標数値を申しま

すと、平成28年度時点で市民１人が１日に排

出するごみ量を740ｇに設定していますが、平

成25年度の実績では828ｇとなり、現状では目

標達成が困難で、なお一層の削減努力が必要

であると認識しています。 

 本市では、早くから橋本市衛生自治会の協

力のもとに、生活系ごみの減量に精力的に取

り組んでいることもあり、合併当初と比較し

て約２割の削減に成功しています。例えば、

ＥＭ菌を使った生ごみの堆肥化や資源ごみの

集団回収のほか、住民に対するごみ減量・分

別の説明会等の実施が、大きな成果を上げて

きました。 

 しかし、その一方で、事業所ごみについて

は、近年は横ばい、または、微増傾向にあり、

対応に苦慮しているところです。 

 市の対応としては、大手スーパーなどの多

量廃棄物排出事業所への啓発・指導を行い、

店舗ごとの減量計画と排出実績を毎年度提出

いただくことで、少しずつ効果を上げていま

す。また、排出量の大半を占める小規模の個

人店舗や零細事業所に関しては、徐々に事業

系ごみとして自己処理することが認識されつ

つあり、このことにより、住民が利用するご

みステーションへの事業系ごみの排出は減少

している一方で、事業系一般廃棄物の排出量

が増加傾向になっていると考えています。 

 最後に、他自治体のごみ減量への取り組み
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に対する調査等についてお答えします。 

 ごみ減量には、区分をより細分化すること

で一定の効果が得られることから、本市では

橋本・伊都地方がごみの広域処理に移行する

際に、全国でも先進地であったかつらぎ町の

ごみの区別をもとにし、現在の区別を決定し

た経緯があります。 

 また、課題解決への対策については、近隣

の自治体と情報交換を行いながら、本市に活

用できる方策を常時、調査研究しています。 

 その一例ですが、富田林市では自治会やＮ

ＰＯの取り組みで、不要となった陶磁器やガ

ラス食器類の無料交換会などを開催していま

す。本市でも、最終処分場の延命を図る等の

目的で、陶磁器やガラス食器類のリサイクル

を検討しており、その試行として、３月28日

開催予定の第８回花まつりで、市衛生自治会

の協賛による陶磁器類の無料交換会の開催を

計画しています。 

 また、名張市はごみ処理基本計画から一歩

踏み込んだレベルのごみの減量アクションプ

ログラムを作成し、減量に取り組んでいます。

ごみの分別徹底はもちろん、ごみステーショ

ン化の徹底、福祉施策としてのごみ出し困難

者への支援など、さまざまな取り組みを複合

的に行い、特に事業所等から発生する刈り草

や剪定枝などのごみ処理施設への搬入は認め

ず、再生利用を進めています。 

 他の自治体で効果があったとされる施策が

本市に適するとは限りませんが、限られた予

算の中でコストを抑えつつ継続可能なリサイ

クル、減量を行うことが肝要と考えています。 

 また、本市から排出される一般廃棄物は、

全体として減少傾向にはありますが、今後大

きな成果を上げるために、現在ごみ処理施策

全体の見直し作業を行っています。見直しの

主なものとして、個別収集の原則廃止とステ

ーション化の完全実施、可燃ごみ収集の週１

回化の推進、各種補助金制度の見直し等とな

りますが、その内容については、市議会に報

告してまいります。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君、再質問

ありますか。 

 ３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）詳しくご答弁いただき

ましてありがとうございます。はじめに、改

めての確認でございますが、市民の理解と協

力で可燃ごみと資源ごみが分別されていると

いうことに今なっておりますが、ごみの減量、

そんな形で分別されて、市民から分別作業に

よって、ごみの減量が一層進んでいるように

思います。そういう認識でよろしいでしょう

か。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）はい、そのと

おりです。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）それではお聞きします。

橋本市では、家庭ごみを有料化に移行したと

きに一定期間、ごみ袋の無料配布をしていま

したが、現在は有料になっています。ごみ袋

が高過ぎるので下げてほしいという、各地で

そういう声を聞きます。岩出市では、現在で

も家族数に応じて、毎年３月に、ごみ袋を一

定数、無料配布しています。それを超えた分

から有料で買って、ご自分でお金を払ってご

みを出すということをされています。これは

有料化したときに、市民のかなりの反発の意

見があったので、そういう市民の理解と協力

を得るために講じた策でございます。それが

現在でも続いております。 

 橋本市でも、市民の協力と理解が要るわけ

ですから、こういう形で、岩出市に学んで、

一定数無料配布できないものかということで

お尋ねしたいんですが、ぜひ、それをしてい

ただきたいと思います。それで、私、岩出市
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の例え申し上げますと、家族の世帯数によっ

て違うんですが、１人から２人世帯では、20

ℓの袋が30袋くれます、無料で。３人世帯では、

20ℓの袋が40枚。そんな形で家族が増えるたび

に、選択する袋の大きさもあるんですが、そ

んな形で、一定数無料配布されています。行

政も市民も一緒になって、分別、ごみを減ら

す、そういう取り組みが大事ではないかと思

います。こんな形で行政の側からも進んで、

無料配布することによって、市民一体のごみ

減量作戦ができるんじゃないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）ただ今、議員

のおただしですが、岩出市の場合は、平成24

年７月に、いわゆる、ごみ処理の有料化を行

いました。それにつきまして、その際に岩出

市のほうから本市のほうへ照会がございまし

た。本市の場合も、平成21年のごみ広域処理

化に伴いまして、平成22年より有料化を図っ

ております。その際、価格変動による激変緩

和ということで、平成22年度、23年度、24年

度の３年間で無料配布を行っております。 

 本市の場合は、平成22年度で１人から４人

世帯で、大が30枚または小の袋50枚。５人以

上であれば、大きい袋が50枚または小さい袋

であれば80枚というふうに無料配布を行って

おります。23年度では、１人から４人では、

大が20枚または小が30枚。５人以上であれば、

大が30枚、小が50枚、どちらかということで

す。24年度では、１人から４人が大10枚また

は小10枚。５人以上であれば、大10枚または

小10枚ということで実施しております。岩出

市のほうに確認いたしましたところ、最終年

度は平成27年度、今年27年度で３年というこ

とでお聞きしております。それ以降につきま

しては、今時点では、特段どういうふうにす

るということはまだ検討していないというこ

とのお返事でした。 

 しかし、本市では、平成21年でそのように

無料で給付しておりました。この事業で３年

間で合計で約7,078万2,000円分の可燃ごみ袋

を給付しております。今後は無料配布をする

かということになれば、本市の経済状況を考

えれば、無料配布については考えておりませ

んのでご理解をお願いします。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）財政の問題上、難しい

ことはよくわかりますが、これからも他市等

の状況を見ながら、検討していくことを考え

ていただきたいなということで申し上げたい

と思います。 

 そしたら、改めてもう一度、お聞きいたし

ます。質問ですが、同じ広域処理をしていま

す、かつらぎ町についてお聞きします。かつ

らぎ町では、プラスチック用のごみ袋は無料

に、今でも続いております。さっきの質問で

も言いましたように、市民の理解と協力があ

るから、可燃ごみと資源ごみの分別が進んで

いるということが、先ほど答弁されたように、

そういうことが確かめられているわけですか

ら、そういう意味で、市民の協力なしには、

家庭ごみの減量は進んでいかない。あくまで

も私はそう思います。 

 そういう意味で、かつらぎ町でやっておら

れるように、プラスチックのごみ袋を無料に

することによって、一つは、私の考えを申し

上げますと、今、一般ごみ、可燃ごみ、生ご

みをほっているごみ袋あるんですが、そこに、

結局のところ、有料ですから、いろいろ苦心

しながら、めいっぱい、中にはガムテープで

とめて捨てる方もおられるんですが、口に。

ある意味、油で汚れていると、そのプラスチ

ックはもうそこへ入れてしまう、洗わずに。

私のところは個人的にしているんですが、シ

ール張っていますね、食料品買うと、値札と
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か。それをはさみで切って、洗って、干して、

乾かして、プラスチックのほうへ入れていま

す。そうすれば、資源ごみは増えて、金も減

るわけですわね。 

 だから、結局のところ、プラスチックを無

料にすることにすれば、できるだけ頑張って

資源ごみのところへごみをほろうという意識

が働くと私は思っているんです。だから、か

つらぎ町のように、プラスチック関係の、そ

の他の袋を無料にしたほうが、可燃ごみは私

は減っていくと思います。だから、そういう

意味で、これはぜひ検討するように考えてい

ただけないかなということで、ご提案なんで

すが、どうでしょうか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）議員の、リサ

イクルにご協力いただき、ありがとうござい

ます。かつらぎ町の場合も、確かに、その他

プラ用とペットボトルについては無料配布し

ているというふうにはお聞きしております。

あくまでも、これにつきましては、資源ごみ

のリサイクルを推進するためというふうに伺

っております。 

 本市につきましても、本来１枚50円必要で

あるところ、やはり、そういうリサイクルを

推進していただくために、50円のところを、

プラスチック用とペットボトル用の、大きな

大袋のほうを、１枚50円のところを15円とい

うふうに価格設定をしております。先ほども

申し上げましたように、この価格設定が住民

負担の軽減につながっていると思いますし、

先ほども申し上げましたように、本市の経済

状況も大変厳しい状況が続いておりますので、

ご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）私、今、申し上げた資

源ごみ、それを無料にすることによって、可

燃ごみ、生ごみの可燃ごみなどが減っていく

というふうに私はすごく思っているんです。

そうすれば、市民が資源ごみのほうへできる

だけ頑張って入れようと、無料だからね。だ

から、そうすれば、可燃ごみが減るというふ

うに私は思っているんですけどね。そうなら

ないと思いますか。部長、どうですか。 

○議長（石橋英和君）市民生活部長。 

○市民生活部長（石井美鈴君）現在の状況で

ありましたら、ペットボトルのリサイクルで、

ペットボトルを大袋で回収するという量が、

当初予想していたより、あまり多くはござい

ません。というのも、大型店舗なんかで、よ

く、ペットボトルを持っていかれている方が

多数いらっしゃると思います。ここ最近、で

きました大型店舗では、それを持ち込めば、

個人に還元される。ポイント制度になってい

るというふうに伺っておりまして、さらに、

ペットボトルの排出が少なくなっているとい

う現状もございます。ですので、確かに、無

料にすれば、リサイクルが進むかということ

もあるかわかりませんが、住民一人ひとりの、

やはりそういうリサイクルをするという認識

が一番必要かというふうに考えておりますの

で、その辺の啓発をより一層進めてまいりた

いと考えておりますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）啓発になると私は思う

んです、無料にしたほうが。しつこく聞きま

すが、やっぱり行政の側から進んで資源ごみ

をうんと増やして、やっぱり可燃ごみは減ら

していくということ、行政の側からその態度

を示したら、市民も協力してくれるので、そ

れが啓発にどんどん進んでいくと私は思うん

です。思い切って、資源ごみを、プラスチッ

クのね、それを無料にするということを踏み

切れば、かなり可燃ごみの量は減ると私は思

っています。ぜひ、これを、ちょっと、なか
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なか今、難しいと思うんですけども、検討し

ていただいて、いっぺんちょっと何らかの形

でお調べになるか、そういう意識調査という

か、そういうふうなことで努力していただき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 これで終わります。一つの質問はこれで終

わります。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目２、産

業振興基本条例に関する質問に対する答弁を

求めます。 

 経済部長。 

〔経済部長（笠原英治君）登壇〕 

○経済部長（笠原英治君）橋本市産業振興基

本条例を生かすことについてお答えします。 

 平成24年経済センサス活動調査によると、

橋本市では、国、地方公共団体を除くと、総

事業所数は2,619軒、総事業者数は１万8,037

人です。また、従業者の50人未満の事業所数

は2,573軒で、そのうち５人未満の事業所数は

1,731軒です。また、従業者の50人未満の事業

所で働く総事業者数は１万3,978人です。この

ことから、従業者50人未満の事業所数は全体

の98％であり、本市の事業所の大多数が中小

企業であることがわかります。 

 そこで、議員おただしの一つ目の質問につ

いてですが、中小企業基本法第２条第１項に

掲げる中小企業は、製造業等で従業員300人以

下、卸売業及びサービス業で100人以下、小売

業で50人以下となっていることから、橋本市

産業振興基本条例にある中小企業は、大手を

除く市内98％の事業者を想定していることに

なります。 

 次に、橋本市産業振興基本条例で具体的に

中小企業への施策を補足することについてお

答えします。議員おただしの相模原市がんば

る中小企業を応援する条例では、「市内経済の

の持続可能な発展のためには、中小企業の産

業活動を支援することが不可欠であるという

基本的な考え方に立ち、中小企業の振興に関

する施策を市政の重要課題と位置づけ、この

条例を制定しています」と中小企業の振興を

表記しています。 

 一方、橋本市産業振興基本条例では、産業

の振興に関する基本的な事項を定めることを

目的としており、議員おただしの具体的な施

策については、同条例第７条の規定に基づき、

条例とは別に、橋本市産業振興基本事業補助

金要綱を策定し、平成27年４月から施行する

予定です。対象は意欲ある中小企業及び農業

者に対する新商品の開発に関する事業、新産

業及び地域ブランドの創出に関する事業、販

路開拓に関する事業、６次産業化に関する事

業を考えています。したがいまして、本市と

しては、産業振興基金事業補助金や現在実施

している市内の商工業者に幅広く支援を行う

利子補給制度とあわせて、前向きな中小企業

への支援に努めたいと考えています。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君、再質問

ありますか。 

 ３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）今、ご答弁いただいた

んですが、相模原市がんばる中小企業を応援

する条例、私、この名前を聞いて、すごいい

い名前だなと思いました。ここで言われてい

ます施策の基本方針、条文の中に具体的に書

いてあるんですが、こういうふうに書いてい

ます。「市が行う工事の発注、物品及び役務の

調達等に当たっては、発注、調達等の対象を

適切に分離し、又は分割すること等により、

中小企業者の受注の機会の増大に努めるこ

と」また、「指定管理者の指定に当たっては、

中小企業者の参入機会の増大に努めること」

ということに、中小企業を支援するための具

体的な施策を条文の中にわざわざ書き込んで

いるのであります。それが必要だからそうし
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たと思うんですが、名前からしてそうするん

だと思ったんですが、いろいろ当市では、具

体的な援助の援助策があることは確かにある

んですが、橋本市の基本条例というのは、ス

ローガン的で抽象的でと言ったら失礼ですけ

ども、そんな感じをすごく受けます。具体的

に中小企業への施策を書き込んだほうが、よ

り一層わかりやすくて、そのほうがいいんじ

ゃないかと私はすごく思います。そういう意

味で、具体的に書き込んだほうが、誰が見て

もわかりやすいし、そう思うんですが、そう

いう補足するように、検討、今後していくよ

うに考えたらと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（笠原英治君）壇上で答弁させて

いただきましたとおり、産業振興基本条例に

つきましては、基本的な方針を明記しておる

条例でございます。詳細、それぞれの中小企

業に対する具体的な施策に関しましては、こ

の27年４月から産業振興基本事業補助金要綱

にきっちり定めまして、具体的な支援をして

まいりたいというふうに考えておりますので、

あくまでも基本条例は方針のままで残してお

きたいというふうに考えております。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）そしたら、また、お聞

きします。先ほど、相模原市のがんばる中小

企業を応援する条例、私、具体的に書いてい

ますよと申し上げたんですが、そしたら、ち

ょっと私、認識ないんですけども、事業に係

る物品とか、その他いろいろ事業にかかわる

そういう事業を分割してまで中小企業者に発

注することはされているんですかとお聞きし

ます。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（笠原英治君）発注の仕方につい

ては、総務部管財課のほうから、また、ご答

弁があるかもしれませんが、経済部といたし

ましては、この振興基本条例につきまして、

具体的な事業部門、それぞれの業者部門に対

して記載していくのは、策定の段階であまり

望ましくないというふうに判断しました。今、

言われた建設業に対してもそうなんですが、

具体的に建設業だけに対して条例の中に掲載

していくのは、決して基本方針としてふさわ

しくないんではないか、これについて、また、

要綱等で具体的に定めていきましょうという、

そういう判断の中で、この基本条例というの

は策定されております。決して、相模原市が

間違っているということでお話しておるんで

はないんですが。 

 具体的な施策を既に４月からもう実施しよ

うとしとるわけです。新商品の開発に関する

事業であったり、新産業及び地域ブランドの

創出に関する事業であったり、販路開拓の事

業であったり、６次産業化に関する事業、こ

れらは補助金の限度額を決めて、だいたい総

事業費の２分の１を支援していく、そういう

具体的な内容を、この要綱によって明記して

おります。そういったものをご理解いただき

まして、具体的に動き出したということを、

何とかご理解願いたいと思います。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）そしたらお聞きします。

昨年６月に国会で、小規模企業振興基本法が

策定されまして、そこで、当時の田中政務大

臣が答弁されていますが、小規模事業者の振

興には地方公共団体の積極的な取り組み、こ

れは不可欠なものであります。具体的な方策

については自治体の判断となりますが、地元

の小規模事業者の実態調査も一つの有効な取

り組みであろうというふうに書いています。

そこで、ここで言っている小規模事業者とい

う、基本法なので、これは５人以下の小規模

事業者で言っています。政府はやっぱり、そ
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ういう５人以下の中小企業、零細企業という

かそういったところに光を当てる形でこんな

基本法ができたということで私、認識してい

ます。 

 それで、そこで言っている実態調査という

ことで、これ、地元の自治体に判断で委ねる

んですが、例えで言いますと、大阪の東大阪

市で、課長以上の市職員が全企業を直接訪問

して、業者の生の声を聞いて実態調査をしま

した。過去にそういう経緯があります。全事

業所を実態調査ということで、それを調査し

た結果、それを市政に反映させるということ

で、それは先ほど言いましたように、直接生

の声を足を運んで市の職員が尋ねに行ったと

いう、膨大な企業なんですが、東大阪、ご存

じのように、日本有数の中小企業のまち。そ

れを全数やったというんですね、直接面接で。

なかなか大変な作業ですが。そこで、今まで、

市当局として知らなかったことがいろいろと

つかめたと。中には、先ほど言いました、頑

張る企業にはいろいろと施策をやっていくと

いう橋本市の方針もありますが、そういうこ

とを見つけることも、自分から名乗り出て、

こんなことをするんですけども、援助してく

れないかということじゃなくて、そういった

ところを発掘する、市の側、行政の側から、

それは足を運んでやるという実態調査。政府

もそのことを促しているんですが、ぜひとも

これをやったほうが、中小企業の底力を知る

ためにも、すごく大事だと思うので、何とか

実態調査という形を、そんな形でやればと思

いますが、いかがでしょうか。 

○議長（石橋英和君）経済部長。 

○経済部長（笠原英治君）全事業者に対する

調査は、国の施策でもあるんですが、経済セ

ンサスの活動調査と基礎調査を定期的に行っ

ています。活動調査は平成24年２月に、一番

最近でやっております。基礎調査は直近で26

年７月、これは商業統計調査とあわせて調査

しております。これは全ての橋本市内の事業

者が対象になっております。調査項目としま

しては、事業の実態とか、年間の売り上げと

かを具体的に調査していくわけなんですが、

その市役所の職員が全ての事業所を回って、

今の実態を調査してはというおただしなんで

すが、非常に有効かもしれませんが、現時点

では行う予定はありません。 

 先ほどお話しさせていただいた、４月から

実施する産業振興基金を利用した、本当にや

る気のある事業者、いわゆる、商工業者であ

ったり、農業者であるんですけど、そういっ

た方から、やっぱりやる気がある以上は、本

人から申請いただいて、ご相談に来ていただ

いて、直接支援に結びついていくような、そ

ういう取り組みが市としては大事でないかと

いうふうに考えております。やっぱり、積極

性のない事業者をいくら何とかしようとして

も、なかなかいろんな事情で、そういう取り

組みができないということがありますので、

できれば来ていただけるような状況づくりを

していきたいと思います。 

 そういった内容については、広報とかほか

の方法で、十分、事業者の皆さんに周知して

いただいて、場合によっては、直接担当の職

員がその事業所をお伺いして、いろんな事情

を聞かせていただく機会もあろうかと思いま

すので、どうぞご理解お願いしたいと思いま

す。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）橋本市でこの基本条例

をつくるときに、パブリックコメントをされ

ておりまして、そのときに意見が上がってき

たようなんですが、そこでもこのように書い

ています。この条例をつくるときのパブリッ

クコメントを市民からいただいたときに、こ

ういう意見がございまして、仕事とお金が地
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域で回る地域循環型の経済こそが、内需を拡

大し、市内業者の活力と市民生活の向上をも

たらすものであると思います。まずは厳しい

市内業者の実態を調査して、正確に把握して

いただきたいと思います。そして、真に地域

産業が活力を取り戻し、市民生活を向上させ

るような条例に何とかしてほしいということ

で、パブリックコメントで書かれております。

そんなことで、実態調査ということが、私は

もう本当に、東大阪で、あれだけの大きな企

業のあるところ、足を運んでやったというこ

と自身が、無駄だと思えばやらなかったと思

うんです。それはやっぱり市長の決断で、あ

そこはやったんです。平木市長にもぜひ。そ

れで、やっぱり、もうほんまに、本当に足を

運んで、困っていること、なかなか市に相談

できない方も多いんです。それを足を運んで、

どんなことで困っているんかということを尋

ねて回るということの努力が、行政の側から

見るということで、すごく思いますので、こ

の質問はその意見を申し上げて終わります。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目３、障

がい者用トイレ・オストメイトに関する質問

に対する答弁を求めます。 

 経済部長。 

〔経済部長（笠原英治君）登壇〕 

○経済部長（笠原英治君）本市の公衆トイレ

の改修工事の進捗状況についてお答えします。 

 和歌山県のおもてなしトイレ大作戦は、Ｊ

Ｒグループ各社と県による和歌山デスティネ

ーションキャンペーンや、紀の国わかやま国

体等の大きなイベントが続く平成25年から平

成27年までの観光ゴールデンイヤーを契機に、

観光客に気持ちよく、きれいなトイレを使っ

ていただくために実施している事業です。平

成25年度と平成26年度の２カ年にわたり、県

内各地の観光地と国体関連施設のトイレを重

点的に整備を進めてきました。 

 市町村の観光地と国体関連施設のトイレの

整備にあたり、観光施設整備補助金として、

事業費の原則２分の１の県費補助を受けるこ

とができます。 

 補助条件の基本的要件としては、小便器を

自動洗浄化、大便器は最低１基を洋式温水洗

浄付き便器、多目的トイレ等にオストメイト

設備を設置することになっています。ただし、

改修でスペース等の都合で設置が困難な場合

は、要件を満たさなくても補助対象になる場

合があります。 

 本市においては、おもてなしトイレ大作戦

の補助金を受けて、平成25年度に１箇所の改

修を終え、平成26年度に新設２箇所、改修７

箇所、計９箇所の整備を進めており、年度内

の完成を予定しております。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕 

○健康福祉部長（石橋章弘君）次に、障がい

者用トイレ・オストメイトについてお答えし

ます。 

 病気や障害などが原因で、腹部に人工的に

便や尿の排泄口を造設されているオストメイ

トの方々が安心して外出できる環境整備が求

められており、現在、全国において公共施設

を中心にオストメイト対応トイレの整備が進

められているところです。 

 本市の公共施設におけるオストメイト対応

トイレの設置状況は、議員ご指摘のとおり、

本庁舎、保健福祉センター、市民会館、高野

口地区公民館、市民病院、城山小学校の６箇

所となっています。 

 設置に際しては、オストメイト対応のみな

らず、車椅子や乳幼児のおむつ交換台の機能

等を装備した多目的トイレを設置すべきと考

えており、スペースや費用の確保の課題があ

って、オストメイト対応トイレの設置が進ん

でいないのが現状です。 
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 本市の既存公共施設へのオストメイト対応

トイレの設置に関する今後の取り組みについ

ては、施設の改修や整備を実施する際には、

施設の特性や財政的な制約などを考慮しなが

ら、オストメイト対応トイレの設置を検討し

ていきたいと考えています。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君、再質問

ありますか。 

 ３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）そしたらお聞きします。

おもてなしトイレ大作戦で計画的にトイレ改

修が進んでいますが、健常者も障がい者も平

等に社会生活が営まれる保障が大前提と思い

ます。その意味で、オストメイト対応トイレ

を公共施設に増設するということが急がなけ

ればならないと私はすごく思います。そうい

う意味で秋の国体に障がい者の来客も少なく

ないと私は思います。ですから、「さすが橋本

市」と、来られた来客の皆さんが思ってもら

えるためにも、可能なところから調査して、

ここならつけられるというところから着手す

ることが大事かと思いますので、公共施設、

特に公民館で、たったの一つしかないという

こと自身が問題かと思いますので、公共施設

への設置計画を持っていただきたいんですが、

持つことは不可能ですか。どうでしょうか。 

○議長（石橋英和君）教育次長。 

○教育次長（坂本安弘君）公民館の状況につ

いてでございますが、議員おただしのとおり、

現在、高野口地区公民館においてのみ、オス

トメイトが整備されております。今現在、建

設中の（仮称）山田地区公民館についても、

対応できるように計画をしております。今後、

その他の地区公民館におきましては、障がい

者トイレはございますが、先ほど、健康福祉

部長が答弁をさせていただいたような多目的

トイレの設備を備えたということになります

と、なかなかスペースの問題がございます。 

 例えば、高野口地区公民館の多目的トイレ

は、250cm掛ける250cm程度の面積を有してお

りますが、それぞれの、それ以外の地区公民

館につきまして、その面積を確保できる障害

者トイレはございません。健康福祉部長申し

上げましたとおり、また、以前に３番議員が、

高野口出張所のご質問のところで、市長のほ

うから、今後、各地区公民館において機能の

充実を図っていかなければならないような状

況が訪れるというようなお話もありましたの

で、そういったことも含めた中での検討課題

とさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）そしたら、ちょっと、

この件についての最後の質問を行います。新

バリアフリー法によって、民間施設でもこれ

がどんどん増えてきていますが、当市では３

箇所、スーパーなどにあるわけなんですが、

秋の国体に向けて、どこにオストメイトがあ

るのかということが、来客者、全国から来ら

れる皆さんがわからないと思います。 

 そこで、私、提案申し上げたいんですが、

どこのスーパー、どこの公共施設に行けば、

オストメイトがあるのかということを、一目

でわかるように、歓迎される形で広くアピー

ルすることが大事かと思いますので、秋の国

体に向けて、来客者のために、橋本市内に、

どこに行けばオストメイトがあるかというこ

とを、現状あるところでしか仕方ないんです

が、新たにこれから増えればまたそれですが、

結局、オストメイトの方たちがどこに行けば

そのトイレを使えるかということを知らない

ということなんですよね。それで、パンフレ

ット、また広報などを使って、それを、施設、

ホテル、また駅などに置いて、秋の国体に向

けてそういった人たちが安心してどこに行け

ばそのトイレができるかということを告示す

ることが大事かと思いますので、私の案です
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が、マップ地図を、ぜひとも市としてつくっ

ていただきたい。車椅子用のトイレがここに

ある、オストメイトトイレがここにあるとい

うことで、マップ地図をこしらえて、パンフ

レットをつくって、広く各施設に設置するよ

うに提案したいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（石橋英和君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋章弘君）今おただしの

オストメイト対応トイレマップの作成という

件でございますけども、確かに議員おただし

のとおり、国体というのも一つの機会ではご

ざいます。ただ、それにかかわりませず、本

市といたしましても、オストメイトの方々が

安心して外出できるよう、本市公共施設はも

とより橋本市内の国や県の公共施設、また、

駅等の不特定多数の方が利用するオストメイ

ト対応トイレの情報や民間医療機関や大型商

業施設をはじめとした民間施設について、こ

の民間施設につきましては、当然、各管理者

のご理解、ご協力、これはもういただく必要

がございます。につきまして、利用可能なオ

ストメイト対応トイレ設置の状況や利用可能

時間などの情報を織り込んだマップの作成に

取り組んでいきたいというふうに考えてござ

います。また、周知方法といたしましては、

本市のホームページへの掲載や障がい者団体

等へのマップの配布、あるいは、公共的な公

衆の視覚に入るような周知を図ってまいりた

いというふうに考えてございます。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君。 

○３番（髙本勝次君）ありがとうございます。

ぜひともお願いしたいと思います。この質問、

これで終わります。 

 次の質問に移ります。 

○議長（石橋英和君）次に、質問項目４、期

日前投票に関する質問に対する答弁を求めま

す。 

 選挙管理委員会事務局長。 

〔選挙管理委員会事務局長（森本芳克君）登壇〕 

○選挙管理委員会事務局長（森本芳克君）期

日前投票所のおただしについてお答えします。 

 公職選挙法第44条では、選挙人は選挙の当

日、自ら投票所に行き投票しなければならな

いと規定されています。また、同法48条の２

では、投票日当日投票主義の例外として、期

日前投票について規定され、投票日当日に投

票に行けない選挙人のために、当該選挙の期

日の公示又は告示があった日の翌日から選挙

の期日の前日までの間、期日前投票所におい

て、投票を行わせることができることになっ

ています。 

 平成15年６月に公職選挙法が改正され、二

重封筒に投票用紙を入れる不在者投票から、

当日投票と同じように投票用紙をそのまま投

票箱に投函する確定投票である期日前投票制

度が新設されたことにより、本市でも年々期

日前投票を利用する有権者が増大し、平成25

年７月21日執行の参議院議員通常選挙では、

期日前投票者数7,923人、期日前投票率は約

14.5％。平成26年３月16日執行の橋本市長選

挙では、期日前投票者数8,016人、期日前投票

率は約14.8％。平成26年11月30日執行の和歌

山県知事選挙では、期日前投票者数5,308人、

期日前投票率は約9.8％。平成26年12月14日執

行の衆議院議員総選挙では、期日前投票者数

8,074人、期日前投票率は約14.9％で、有権者

全体からして、約１割強の利用状況です。 

 市町村合併後、期日前投票所を複数設置し

ている自治体では、期日前の旧町村に行政局

を設置しており、各行政局には、その機能を

果たすための人材が配置されているものと思

われます。そのため、期日前投票所の投票事

務従事者等については、そのほとんどが各行

政局で対応しているものと思われます。 

 選挙の管理執行上の問題で一番多いのが期

日前投票や不在者投票に関するものであるこ
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とから、選挙期間中はより一層の厳格な管理

が求められます。 

 期日前投票期間は、参議院通常選挙や知事

選挙では16日間、衆議院議員総選挙では11日

間、県議会議員一般選挙では８日間、市長選

挙、市議会議員一般選挙では６日間に及ぶこ

とから、これらの期間中、投票日当日同様の

期日前投票管理者、期日前投票立会人、すぐ

に対応できる選挙管理委員会事務局職員の増

員配置や事務従事職員の配置、期日前投票所

としての施設場所の貸切、投票箱や投票用紙

の保管や警備体制等、期日前投票期間中の万

全な管理体制が必要となります。 

 また、地域的な面から橋本市は、旧町・旧

市の地域経済の交流が活発で一体性のある地

域であり、市役所を中心にして半径約６kmに

おさまっていることから、本市の期日前投票

は市役所内で実施しています。現在実施して

いる期日前投票所内では、入場券兼期日前投

票宣誓書と印刷した選挙人名簿により本人の

確認後、選挙人名簿に手作業で手入れをする

という方法で実施しており、機械化がされて

いない状況です。 

 今後においては、まずは本庁舎内での期日

前投票の機械化を図ることで、期日前投票者

の利便性や期日前の投票率の向上につなげた

いと思いますので、ご理解いただきますよう

お願いします。 

○議長（石橋英和君）３番 髙本君の一般質

問は終わりました。 

                     

○議長（石橋英和君）お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ延会し、明

３月３日午前９時30分から会議を開くことに

いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決しました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

（午後４時26分 延会） 

 

                                           

 


